
	 商工会だより  

 はまなか      

商工会ホームページ	 http://shoko.hamanaka-net.jp/ 
商工会 Facebook	 	 	 https://www.facebook.com/HamanakaShoko 

商工会 Twitter	 	  	 https://twitter.com/Hamanaka_Shoko 
■商工会員数１９２名（個人８９名・法人８０名・定款 15 名・賛助８名）	

	 	 平２９年１０月３１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２９９号 

平成２９年１１月１日 

発  行/浜中町商工会 

責任者/会長 栗本英彌 

TEL 62-2144 

FAX 62-2494 

 

２０１８年版共同カレンダー 

            参加企業申し込み受付中 
■ 商工会では、例年作成しております、共同カレンダーの参加店を募

集しています。この共同カレンダーの作成に参加している企業は、
例年どおり商社電話番号一覧に掲載されますが、次の方はお申し出
下さい。 
① 現在、商社電話一覧に掲載されている方で共同カレンダー作成	
に参加しない方。 

② 共同カレンダーに参加されている方で、名称・電話番号に変更	
のある方。 

③ 新しく共同カレンダーに参加される方。	
  上記の方は１１月１３日（月）まで、商工会へご連絡願います。 
    ※共同カレンダー参加負担金は４,０００円(税込)です。 
  注意）茶内地区も商社一覧に掲載することになっておりますの
で、 

茶内商店会に未加入で共同カレンダー商社一覧に	

電話番号掲載を希望される、茶内地区の商工会員の	

方は申し込みください。 
                  （担当：斎藤） 

 

「必ずチェック	最低賃金！	使用者も、労働者も」	

平成２９年１０月１日からの最低賃金は	８１０円	
	

	 北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマ

ー、アルバイト等を含む。）に適用されます。	

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事 務 局 長 
   (嘱託員)  越田 正昭  
支援課 課長 
総務課 係長事務取扱 
(経 営 指 導 員 )  立花 好基  
支援課 係長 
(補 助 員)  久保 佳介  
支援課 主事 
(記帳専任職員)  斎藤  惇  
総務課 主事 
(記帳指導職員)  坂本 美帆 
 〔 ※ 現 在 産 休 中  旧 姓 ： �
橋〕  
支援課(嘱託員) 
一 般 職 員  谷口 かおり  
総務課 
臨 時 職 員  内村  彩 

 
商工会「加入・変更・脱退」のお知らせ	

平成２９年１０月分受付迄	 （敬称略） 
【加 入】よろしくお願いします。 
〔賛助会員〕 
 １．㈱富士計器  代）伊藤正志（釧路市） 
 ２．キタガワデザイン事務所 代）北川秀治（釧路
市） 
 ３．㈱ノーススターラボ  代）岩田直也（札幌市） 
 
【変更】よろしくお願いします。 
 １．㈲丸三くらしな 
    新）倉 品 径 子  前）倉 品 奎 佑 
 ２．㈲スーパー藤澤 
    新）藤 澤 秀 樹  前）藤 澤   栄 
 ３．トンタス浜中㈱ 
    新）岡 本 憲 明  前）栗 林 延 次 
 
【脱 退】 長い間ありがとうございました。 
１．散布さけ定置漁業振興㈲ 

代）田 畑 睦 男（火散布）     以上 

 
─平成３０年度 浜中町商工機器等購入資金貸付制度需要調査開始

─ 
商工会では平成３０年度の商工機器等購入資金貸付制度の需要調査を開始しま

す。貸付金は無利子のため、企業の経営の近代化や合理化などに役立っておりま
す。 

新年度の設備投資をご計画中の皆様は是非、制度のご利用をご検討下さいますよ 
うご案内申し上げます。借受け希望者は下記にご留意の上、商工会までご連絡願い
ます。 
○貸付対象 
  資金の貸付は町内に住所を有する商工業者またはそれらの組織する団体で、 

町長が適当と認めた方を対象とします。 
 資金の対象となる機器等は下記の通りです 
(1)機械器具及び装置  (2)その他町長が適当と認めたもの 
○貸付限度額 
  資金の限度額は、貸付対象物ごとに町長が別に決定します。  
○貸付損料・・貸付料（利息）は無料です。 
※機器等については、事前に購入した場合は対象となりません。 
※機器等の設置は貸付審査委員会（５月）の承認後となります。 
※借受希望者は、１１月２０日（月）まで、機器名、数量、おおよその価格を 
別紙『要望事前調査用申込書（fax 可）』にて、（現段階での見積書は必要ありませ
ん） 
商工会へご連絡願います。 

（担当：立花、久保） 


